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【届出の対象とした募集金額】 (第18回新株予約権)

その他の者に対する割当 700,000円
 

(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額を合算した金額)

440,700,000円

(第19回新株予約権)

その他の者に対する割当 580,000円
 

(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額を合算した金額)

660,580,000円

(第20回新株予約権)

その他の者に対する割当 250,000円
 

(新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額を合算した金額)

550,250,000円

(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金
額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。
また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権
の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。

 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 200,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 700,000円

発行価格 新株予約権１個につき3.5円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成27年８月10日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 株式会社ケイブ　経営企画部

払込期日 平成27年８月10日（月）

割当日 平成27年８月10日（月）

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　高田馬場支店
 

(注) １．第18回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第19回新株予約権及び第20回新株予約権と総称して

「本新株予約権」といいます。）については、平成27年７月23日開催の当社取締役会において発行を決議し

ております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取契約（以

下「本新株予約権買取契約」といいます。）を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額

を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条

項付新株予約権付社

債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株、割当株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に定義する。）は１株で確定しており、株価の上昇又は下

落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）

が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記

載の通り、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が

修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 ２．行使価額の修正基準

当社は、平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の

決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議

した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者（別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第３項に定義する。）に通知するものとし、通知日（別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄第３項に定義する。）の翌取引日（別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第３項に定義する。）に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない

場合には直前の取引日）の取引所（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項

に定義する。）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％

に相当する金額の１円未満の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後

の行使価額が下限行使価額（本欄第４項に定義する。）を下回ることとなる場合に

は、行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修

正を行うことができない。

 ①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定義

する。）（第19回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の行使価額修正通

知（それぞれ別記「２　新規発行新株予約権証券（第19回新株予約権証券）　(2)

新株予約権の内容等　新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項及び別記「３　新

規発行新株予約権証券（第20回新株予約権証券）　(2) 新株予約権の内容等　新株

予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定義する。）を含む。）を行ってから６ヶ

月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合

 ３．行使価額の修正頻度

行使価額は、行使価額修正通知がなされた際に修正される。

 ４．行使価額の下限

「下限行使価額」は、当初、1,760円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

200,000株（平成27年６月30日時点の発行済株式総数に対する割合は8.12％）

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

352,000,000円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使さ

れた場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。）

新株予約権の目的と

なる株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準と

なる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的と

なる株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株（本新株予約権１個当たりの目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的であ

る株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当

社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整

するものとする。
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新株予約権の行使時

の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数

を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、2,200円とする

（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

当社は平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決

議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し

た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」と

いう。）に通知（以下「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行

われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東京証券取引所（以下

「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、行使

価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満

の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額

（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とす

る。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、本欄第４項の規定

を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うこと

ができない。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知（第19回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の

行使価額修正通知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合

 ４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ

る場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額

を調整する。
 

 
 
調整後
行使価額

 
 
＝

 
 
調整前
行使価額

 
 
×

 
既発行普通株式数

 
＋

交付普通
株式数

×
１株当たり
の払込金額

時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数

 

 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利

の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集

に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるた

めの基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する

場合（無償割当の場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但

し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新

株予約権を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の

全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみ

なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又

は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以

降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利

が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確

定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株

式の交付数を決定するものとする。
 

 
 
株式数

 
 
＝

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額
 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行

使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整

式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用

する。

 (4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本

項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数

を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、

また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株

式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整

式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
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 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当

社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて

適用する日が第３項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合に

は、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 (7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修

正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かか

る通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

440,700,000円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修

正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する

可能性がある。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載

の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。

新株予約権の行使期

間

平成27年８月10日（新株予約権の払込完了以降。）から平成29年８月９日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請

求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場

所

１．行使請求の受付場所

株式会社ケイブ　経営企画部

２．行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．行使請求の払込取扱場所

株式会社三井住友銀行　高田馬場支店

新株予約権の行使の

条件

本新株予約権の一部行使はできない。
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自己新株予約権の取

得の事由及び取得の

条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に

対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到

来をもって、本新株予約権１個当たり3.5円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗

じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に

関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する

事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴

う新株予約権の交付

に関する事項

該当事項はありません。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「(1) 資金調達の目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討致しまし

たが、下記「(4) 本スキームの特徴　[他の資金調達方法との比較]」に記載の通り、公募増資やMSCB等の各

種資金調達方法には各々デメリットがある中で、ドイツ銀行グループより提案を受けた下記「(2) 資金調達

方法の概要」に記載のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）は、下記「(4) 本スキームの特徴」に

記載のメリットがあることから、下記「(4) 本スキームの特徴」に記載の本スキームのデメリットに鑑みて

も、本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断致しました。そ

のため、本新株予約権の発行により資金調達をしようとするものであります。

(1) 資金調達の目的

当社がサービスを提供するスマートフォンネイティブゲーム市場は、スマートフォンの普及に伴い急激

に拡大したことから、収益機会を求めて多くの企業が参入し、多数のゲームが競合する厳しい環境と

なっております。

このような市場環境下におきましては、高いクオリティのゲームを制作するための開発費用が高騰する

とともに、競合する多数のゲームの中から、自社のゲームの発見率を上げるために多額の広告宣伝費が

必要となります。

スマートフォンネイティブゲームは移動中や隙間時間のほか、テレビを視聴しながらでもプレイが可能

であり、ヒットタイトルの多くは、多額の費用を投じてテレビCMなどのマス媒体による露出を行ってお

ります。

当社におきましては、平成27年４月に『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい～』（以下『ゴ

シックは魔法乙女』といいます。）のサービスを開始致しました。当社はアーケードゲームやコンソー

ルゲーム向けに多数のシューティングゲームを提供してきており、「ケイブシューティング」はゲーム

業界において一つのブランドとなっております。『ゴシックは魔法乙女』はこの「ケイブシューティン

グ」ブランドを冠したスマートフォンネイティブゲームで、リリース直後からユーザー継続率や課金率

などの各指標が好調に推移しております。

当社と致しましては、得意分野のゲームをリリースでき、その後好調に推移していることから、『ゴ

シックは魔法乙女』を次のステージに引き上げ、ヒットタイトルに育てるためには、マス媒体を活用し

たプロモーション活動が必須と認識しております。

そこで、『ゴシックは魔法乙女』に係る広告宣伝費及び新規タイトルの開発費の調達を目的として、平

成27年７月23日、本新株予約権の発行を決定致しました。本新株予約権の発行及び割当予定先による本

新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計1,651,530,000円（差引手取概算額の合計

1,646,330,000円）となる予定です。

(2) 資金調達方法の概要

今回の資金調達は、ドイツ銀行ロンドン支店に対し本新株予約権を割当て、ドイツ銀行ロンドン支店に

よる本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。本新株予約権の行使

価額は、当初固定されていますが、当社は、平成28年２月10日以降、当社取締役会の決議により各本新

株予約権の行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株

予約権者に通知するものとし、通知日の翌取引日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合

には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含みます。）の90％

に相当する金額の１円未満の端数を切り下げた額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下

限行使価額を下回ることはありません。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び

通知を行うことができません。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項に従っ

て公表されていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知（各本新株予約権につき、他の回号の本新株予約権に関する前回の行使価

額修正通知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合
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③　下記に記載の行使許可期間が経過していない場合

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下

の内容を含む本新株予約権買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権買取契

約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請

書」といいます。）を提出し、これに対し当社が書面（以下、本項において「行使許可書」といいま

す。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間

（以下、本項において「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ

本新株予約権を行使できます。また、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係

る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日

（同日を含みます。）又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請

求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することができます。

行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することが

できます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を

総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたとき

は、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月

前までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部

を発行価額と同額にて取得することができます。

(3) 資金調達方法の選択理由

本スキームには以下の「(4) 本スキームの特徴」に記載の[メリット]及び[デメリット]がありますが、

本スキームは当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールする

ことができるという特徴をもっており、当社の資金需要や市場環境等を勘案しながら機動的に資金を調

達することができるため、既存株主の利益への影響を抑えながら自己資本を増強することが可能である

ことから、以下の「(4) 本スキームの特徴」に記載の[他の資金調達方法との比較]の通り、他の資金調

達手段と比較しても、本スキームによる資金調達方法が現時点において最適な選択であると判断し、こ

れを採用することを決定致しました。

(4) 本スキームの特徴

本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

[メリット]

①　固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット・イシュー

株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を３回のシリーズ

に分け、予め将来の株価上昇を見込んで３通りの行使価額を設定しております。行使価額は原則と

して固定されており、当社が希望しない限り行使価額の修正は行われません。

②　行使許可条項

ドイツ銀行ロンドン支店は、当社の許可なく本新株予約権を行使できない仕組みとなっておりま

す。本新株予約権買取契約において、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社が本新株予約権

の行使を許可した場合に限り、当該行使許可の到達日当日から20営業日の期間に当該行使許可に示

された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できるものと定められます。当社は、かかる行使許

可について、当社の資金需要及び市場環境等を見極めながらその都度判断を下します。これによっ

て当社は、ドイツ銀行ロンドン支店による権利行使に一定の制限を課し、かつ資金需要及び市場環

境を判断しながら権利行使許可のタイミングを判断することが可能になります。

③　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は500,000株で固定されており、株価動向にかかわら

ず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です。

④　取得条項

将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資金

調達方法が確保できた場合等には、当社の選択により、行使許可期間を除き、いつでも残存する本

新株予約権を上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄記載の取得条項に従って取得

することが可能です。取得価額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の追加的な費用負担

は一切発生致しません。

⑤　行使価額修正条項・選択権

上記「①　固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット・イシュー」に記載の通り、本新

株予約権の行使価額は原則として固定されていますが、当社の判断により行使価額を修正すること

が可能です。これによって当初の目標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合

に資金調達額を増額できます。なお、本新株予約権の行使価額は、修正前の行使価額と比較して下

方にも修正される可能性がありますが、本新株予約権の下限は、いずれも1,760円と定められてお

り、当社が行使価額の修正を決定した後に株価が下落した場合であっても、行使価額の下方修正に

は歯止めが掛かる仕組みとなっています。
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⑥　資金調達のスタンバイ（時間軸調整効果）

新株発行手続きには、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価が

ターゲット価格に達してから準備を開始しても、数週間の発行準備期間を要し、かつその期間中の

株価変動等により、機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これ

に対し、それぞれのターゲット価格を設定した本新株予約権を予め発行しておくことにより、株価

上昇後の有利な価格による資金調達をスタンバイできます。

[デメリット]

①　当初に満額の資金調達はできない

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使により発

行又は交付される株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。本新株予約権の当初行使価額

（ターゲット価格）は、当社の希望により、いずれも平成27年７月22日時点の当社株価以上に設定

されており、当社株価がターゲット価格を超えて初めて権利行使が行われる可能性が生じます。

②　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調

達を募るという点において限界があります。

③　株価低迷時に、資金調達がされない可能性

株価が長期的に行使価額（第18回新株予約権は2,200円、第19回新株予約権は3,300円、第20回新株

予約権は5,500円）を下回る状況等では、資金調達ができない可能性があります。

④　割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約

権を行使して取得した株式を市場で売却することを前提としており、現在の当社株式の流動性に鑑

みると、割当予定先による当社株式の売却により、当社株価が下落する可能性があります。

⑤　割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性

当社から割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、割当予定先が行使をし

ない限り全く資金調達がなされない可能性があります。

[他の資金調達方法との比較]

①　公募増資

公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利益の

希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。

②　株主割当増資

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明である

ことから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当

でないと判断致しました。

③　第三者割当増資

第三者割当増資は即時の資金調達として有効な手段となりえますが、現時点では適当な割当先が見

つかっておらず、また見つかったとしても第三者割当増資のみによっては、当社の将来的な資金需

要を満たす金額の資金調達を行うことは困難な見込みであるため、本新株予約権の発行により、資

金調達手段を確保する必要があると判断致しました。

④　MSCB

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるMSCB）の発行条件及

び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決

定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の

下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考

えられます。

⑤　行使価額が固定された新株予約権

行使価額が修正されない新株予約権のみを発行する場合は、株価上昇時にその上昇メリットを当社

が享受できなくなります。

⑥　新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー）

いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント

型ライツ・イシューと、当社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ね

られるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシュー

については国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にあ

る一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性

があります。また、ノンコミットメント型のライツ・イシューについては、当社は最近2年間にお

いて経常赤字を計上しており、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上

場基準を満たさないため、実施することができません。

⑦　社債による資金調達

社債による資金調達では、調達額金額が全額負債となるため、財務健全性の低下に伴い、今後の借

入れ余地が縮小する可能性があります。
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２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内

容を含む本新株予約権買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権買取契約に従っ

て当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいま

す。）を提出し、これに対し当社が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株

予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において

「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できま

す。また、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が

残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使

許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな

行使許可申請書を提出することができます。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取

得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行

うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同

額にて取得することができます。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

７．本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載

してこれに記名捺印したうえ、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予

約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければ

なりません。

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を上記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口

座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生しま

す。

８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

10．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等

の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行新株予約権証券（第19回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 200,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 580,000円

発行価格 新株予約権１個につき2.9円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成27年８月10日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 株式会社ケイブ　経営企画部

払込期日 平成27年８月10日（月）

割当日 平成27年８月10日（月）

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　高田馬場支店
 

(注) １．第19回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第18回新株予約権及び第20回新株予約権と総称して

「本新株予約権」といいます。）については、平成27年７月23日開催の当社取締役会において発行を決議し

ております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権買取契約を締結

し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条

項付新株予約権付社

債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は200,000株、割当株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に定義する。）は１株で確定しており、株価の上昇又は下

落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）

が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記

載の通り、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が

修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 ２．行使価額の修正基準

当社は平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決

議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し

た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者（別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項に定義する。）に通知するものとし、通知日（別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第３項に定義する。）の翌取引日（別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項に定義する。）に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場

合には直前の取引日）の取引所（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に

定義する。）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に

相当する金額の１円未満の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の

行使価額が下限行使価額（本欄第４項に定義する。）を下回ることとなる場合には、

行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を

行うことができない。

 ①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合
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 ②　前回の行使価額修正通知（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定義

する。）（第18回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の行使価額修正通

知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合

 ３．行使価額の修正頻度

行使価額は、行使価額修正通知がなされた際に修正される。

 ４．行使価額の下限

「下限行使価額」は、当初、1,760円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

200,000株（平成27年６月30日時点の発行済株式総数に対する割合は8.12％）

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

352,000,000円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使さ

れた場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。）

新株予約権の目的と

なる株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準と

なる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的と

なる株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株（本新株予約権１個当たりの目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的であ

る株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当

社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整

するものとする。

新株予約権の行使時

の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数

を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、3,300円とする

（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

当社は平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決

議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し

た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」と

いう。）に通知（以下「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行

われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東京証券取引所（以下

「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、行使

価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満

の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額

（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とす

る。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、本欄第４項の規定

を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うこと

ができない。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知（第18回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の

行使価額修正通知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合
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 ４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ

る場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額

を調整する。
 

 
 
調整後
行使価額

 
 
＝

 
 
調整前
行使価額

 
 
×

 
既発行普通株式数

 
＋

交付普通
株式数

×
1株当たり
の払込金額

時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数

 

 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利

の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集

に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるた

めの基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する

場合（無償割当の場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但

し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新

株予約権を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の

全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみ

なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又

は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以

降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利

が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確

定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
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 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株

式の交付数を決定するものとする。
 

 
 
株式数

 
 
＝

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額
 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行

使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整

式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用

する。

 (4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本

項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数

を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、

また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株

式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整

式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当

社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて

適用する日が第３項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合に

は、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 (7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修

正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かか

る通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
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新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

660,580,000円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修

正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する

可能性がある。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載

の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。

新株予約権の行使期

間

平成27年８月10日（新株予約権の払込完了以降。）から平成29年８月９日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請

求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場

所

１．行使請求の受付場所

株式会社ケイブ　経営企画部

２．行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．行使請求の払込取扱場所

株式会社三井住友銀行　高田馬場支店

新株予約権の行使の

条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取

得の事由及び取得の

条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に

対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到

来をもって、本新株予約権１個当たり2.9円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗

じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に

関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する

事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴

う新株予約権の交付

に関する事項

該当事項はありません。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）(2) 新株予約権の内容等」に対する(注)１．

をご参照ください。

２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。
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３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内

容を含む本新株予約権買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権買取契約に従っ

て当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいま

す。）を提出し、これに対し当社が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株

予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において

「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できま

す。また、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が

残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使

許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな

行使許可申請書を提出することができます。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取

得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行

うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同

額にて取得することができます。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

７．本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載

してこれに記名捺印したうえ、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予

約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければ

なりません。

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を上記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口

座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生しま

す。

８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

10．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等

の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行新株予約権証券（第20回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 100,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 250,000円

発行価格 新株予約権１個につき2.5円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成27年８月10日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 株式会社ケイブ　経営企画部

払込期日 平成27年８月10日（月）

割当日 平成27年８月10日（月）

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　高田馬場支店
 

(注) １．第20回新株予約権証券（以下、文脈に応じて個別に又は第18回新株予約権及び第19回新株予約権と総称して

「本新株予約権」といいます。）については、平成27年７月23日開催の当社取締役会において発行を決議し

ております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本買取契約を締結し、払込期

日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条

項付新株予約権付社

債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は100,000株、割当株式数（別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に定義する。）は１株で確定しており、株価の上昇又は下

落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）

が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記

載の通り、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が

修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 ２．行使価額の修正基準

当社は平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決

議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し

た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者（別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項に定義する。）に通知するものとし、通知日（別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第３項に定義する。）の翌取引日（別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項に定義する。）に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場

合には直前の取引日）の取引所（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に

定義する。）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に

相当する金額の１円未満の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の

行使価額が下限行使価額（本欄第４項に定義する。）を下回ることとなる場合には、

行使価額は下限行使価額とする。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を

行うことができない。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合
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 ②　前回の行使価額修正通知（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定義

する。）（第18回新株予約権及び第19回新株予約権における前回の行使価額修正通

知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合

 ３．行使価額の修正頻度

行使価額は、行使価額修正通知がなされた際に修正される。

 ４．行使価額の下限

「下限行使価額」は、当初、1,760円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第４項の規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

100,000株（平成27年６月30日時点の発行済株式総数に対する割合は4.06％）

 ６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

176,000,000円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使さ

れた場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。）

新株予約権の目的と

なる株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準と

なる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。）

新株予約権の目的と

なる株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は100,000株（本新株予約権１個当たりの目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的であ

る株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じ

る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当

社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整

するものとする。

新株予約権の行使時

の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数

を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、5,500円とする

（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

当社は平成28年２月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決

議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議し

た場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」と

いう。）に通知（以下「行使価額修正通知」という。）するものとし、当該通知が行

われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東京証券取引所（以下

「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、行使

価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満

の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額

（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とす

る。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、本欄第４項の規定

を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うこと

ができない。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同

条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知（第18回新株予約権及び第19回新株予約権における前回の

行使価額修正通知を含む。）を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　本欄外注記第３項に記載の行使許可期間が経過していない場合
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 ４．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性があ

る場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額

を調整する。
 

 
 
調整後
行使価額

 
 
＝

 
 
調整前
行使価額

 
 
×

 
既発行普通株式数

 
＋

交付普通
株式数

×
1株当たり
の払込金額

時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数

 

 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行

した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利

の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集

に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

 ②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使

価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以

降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるた

めの基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する

場合（無償割当の場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。但

し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新

株予約権を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得

請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の

全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみ

なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又

は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以

降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利

が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確

定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付

社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
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 ④　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その

他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株

式の交付数を決定するものとする。
 

 
 
株式数

 
 
＝

(調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額によ
り当該期間内に交付
された株式数

調整後行使価額
 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が

１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行

使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整

式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用

する。

 (4) ①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本

項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数

を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、

また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株

式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整

式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に

割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当

社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて

適用する日が第３項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合に

は、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合

も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 (7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修

正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合

その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かか

る通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
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新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

550,250,000円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修

正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する

可能性がある。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載

の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。

新株予約権の行使期

間

平成27年８月10日（新株予約権の払込完了以降。）から平成29年８月９日（当日を含

む。）までとする。

新株予約権の行使請

求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場

所

１．行使請求の受付場所

株式会社ケイブ　経営企画部

２．行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．行使請求の払込取扱場所

株式会社三井住友銀行　高田馬場支店

新株予約権の行使の

条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取

得の事由及び取得の

条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に

対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日の到

来をもって、本新株予約権１個当たり2.5円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗

じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に

関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する

事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴

う新株予約権の交付

に関する事項

該当事項はありません。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券（第18回新株予約権証券）(2) 新株予約権の内容等」に対する(注)１．

をご参照ください。

２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す

るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。
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３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内

容を含む本新株予約権買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権買取契約に従っ

て当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書（以下、本項において「行使許可申請書」といいま

す。）を提出し、これに対し当社が書面（以下、本項において「行使許可書」といいます。）により本新株

予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、本項において

「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できま

す。また、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が

残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日（同日を含みます。）又は当該行使

許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな

行使許可申請書を提出することができます。

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取

得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行

うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同

額にて取得することができます。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

７．本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載

してこれに記名捺印したうえ、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予

約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出しなければ

なりません。

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を上記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて同欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口

座に振り込むものとします。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生しま

す。

８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

10．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等

の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

①　本新株予約権に係る調達資金 1,651,530千円

　　　本新株予約権の払込金額の総額 1,530千円

　　　本新株予約権の行使に際して出資される財産の額 1,650,000千円

②　発行諸費用の概算額 5,200千円

③　差引手取概算額 1,646,330千円
 

(注) １．上記手取概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の見込額であります。

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額が変動する結

果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株

予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合にも、同様に

本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、信託銀行費用等の

合計額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計1,651,530,000円

（差引手取概算額の合計1,646,330,000円）となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次の通り

予定しています。

　

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔
法乙女』のプロモーションに係る広告宣伝費

1,346
平成27年９月～
平成29年８月

②　スマートフォンネイティブゲームの新規開発に係
る人件費及び外注費

300
平成27年11月～
平成29年８月

 

　

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記「(1) 新規発行に

よる手取金の額」に記載の通り1,646,330,000円となる予定です。但し、本新株予約権の行使による払込みの有無と

権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性がある

ため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資

金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。この場合には、不足した場合・超過した場合共に、

上記①及び②への充当額の見直しを行う予定であります。

 

①　スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔法乙女』のプロモーションに係る広告宣伝費について

スマートフォンネイティブゲームは競合タイトルが多数存在し、評価の高いゲームでも広告宣伝への投資を行

い、露出を強化しなければ、App StoreやGoogle Playの売上高に基づくランキングにおいて、常時50位以内に入

ることができるようなヒットタイトルに成長させることができない市場環境です。

当社はアーケードゲーム19作品、コンソールゲーム9作品のシューティングゲームを制作してきた実績がありま

す。『ゴシックは魔法乙女』もシューティングゲームであり、現状における『ゴシックは魔法乙女』の既存ユー

ザーは、当社のシューティングゲームをプレイした経験があるユーザーが中心です。本件資金調達によって調達

した資金により、テレビCM等のマス媒体を使ったプロモーションを実施することで、当社ゲーム未経験のスマー

トフォンゲームユーザーに対する『ゴシックは魔法乙女』の認知度を高め、ヒットタイトルへの成長を目指しま

す。

当初はウェブプロモーションを中心に、まだ獲得できていないスマートフォンネイティブゲームユーザーへの

露出から開始しますが、段階的に一般層獲得のためにマス媒体にも露出を広げ、継続的なプロモーション活動を

行います。これらのプロモーション活動に、本スキームによって段階的かつ継続的に調達した資金を適時かつ有

効に充当して行く方針です。
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②　スマートフォンネイティブゲームの新規開発に係る人件費及び外注費

当社の将来的成長のためには、『ゴシックは魔法乙女』に対する投資だけでなく、新規タイトルの開発も進め

ていく必要があると考えております。

これまでに当社は『ゴシックは魔法乙女』以前にも4本のスマートフォンネイティブゲームをリリースしており

ますが、いずれもヒットタイトルとなり得ておりません。『ゴシックは魔法乙女』のヒットタイトルへの成長を

目指すと同時に、将来的にヒットを狙えるゲームの創出を目指し、複数本の開発を計画しております。その内2本

乃至3本の新規開発に係る人件費及び外注費に、本件資金調達によって調達した資金を充当する方針です。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、平成27年７月22日現在におけるものであります。

 

a．割当予定先
の概要

名称 ドイツ銀行（Deutsche Bank Aktiengesellschaft）

本店の所在地

ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイ
ン タウヌスアンラーゲ 12
（Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany）

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書
（2014年度（自　平成26年１月１日　至　平成26年12月
31日））
平成27年６月29日関東財務局長に提出
有価証券報告書（2014年度）の訂正報告書
平成27年６月29日関東財務局長に提出

b．提出者と割
当予定先との
間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

 
ｃ．割当予定先の選定理由

当社は平成27年４月に、ドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券株式会社から今回の資金調達方法につ

いて最初の提案を受けました。当該提案を受け、当社内において正式な協議・検討を開始した結果、以下に述べる

通り、割当予定先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であり、かつ本新株予約権の発行が有効な調達手

段であるとの結論に至ったため、本日、平成27年７月23日の取締役会において、本件実施を決議致しました。

当社は、ドイツ銀行グループ以外の国内外の金融機関からも様々な提案を受けましたが、今回の資金調達では、

業績や企業価値が向上する場面を着実に捉えて、資金を調達できる方法を選択したいと考えていたため、ドイツ銀

行グループより提案を受けた本スキームは、当社の事業及び事業環境の進展による当社株価の上昇に伴い徐々に資

金調達ができる点において当社の資金ニーズに合致していること、また、当該手法は、ドイツ銀行グループが独自

に開発した手法であり、ドイツ銀行グループは平成19年２月から現在までに、当該手法を用いた資金調達で21件の

実績を有しており、当該手法を用いた資金調達を行うには、割当予定先としてドイツ銀行グループを選定するのが

最善であると判断致しました。

(注)　ドイツ銀行ロンドン支店に対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株式会社の

あっせんを受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規

則」の適用を受けて募集が行われるものです。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数500,000株（内訳は以下のとおり）

①　第18回新株予約権　200,000株

②　第19回新株予約権　200,000株

③　第20回新株予約権　100,000株

 

ｅ．株券等の保有方針

ドイツ銀行ロンドン支店においては、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権を保有する予定で

す。また、本新株予約権の行使により得た株式については、市場動向等に配慮しながら随時売却を進めていく旨を

口頭で表明しております。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

ドイツ銀行ロンドン支店からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使

に要する資金は確保されている旨の報告を受けており、割当予定先の直近の年次報告書（平成27年６月29日提出）

に記載されている財務諸表等から、純資産額は684億ユーロ（約93,181億円、換算レート１ユーロ136.23円(平成27

年７月３日の仲値））（連結、平成26年12月31日現在）であると確認しているほか、当該資金の払込みについては

本新株予約権買取契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務として確約されることから、当社としてかかる払込

みに支障はないと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引

所に上場しており、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行（European Central Bank）及びドイツ連邦共和国の行

政機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin））の監督及び

規制を受けております。また、ドイツ銀行ロンドン支店は、イングランド銀行（Bank of England）（プルーデンス

規制機構（Prudential Regulation Authority））及び英国金融行為監督機構（Financial Conduct Authority）の

監督及び規制を受けております。

また、ドイツ銀行は本邦にも東京支店を有しており、外国銀行支店として銀行法に基づき金融庁の監督および規

制を受けており、ドイツ銀行グループの国内法人であるドイツ証券株式会社は、金融商品取引業者として登録済み

（登録番号：関東財務局長（金商）第117号）であり、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服するとともに、そ

の業務に関連する国内の自主規制機関（日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投

資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会）に所属し、その規則の適用を受けております。

当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホームペー

ジ、ドイツ銀行のアニュアルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実に

ついて確認しており、また本件の斡旋を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容をも踏ま

え、同社並びにその役員が暴力若しくは威力を用い又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受

しようとする個人、法人その他の団体（以下「反社会的勢力」といいます。）ではなく、かつ反社会的勢力とは関

係がないものと判断しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権の譲渡の際には当社取締役会の承認が必要であります。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項及びドイツ銀行ロンドン支店との間で締結する予定の本新株予約権買取契約に

定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎　知

岳、住所：東京都港区元赤坂１-１-８）に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、重要な利害関係

はありません。

EDINET提出書類

株式会社ケイブ(E05449)

有価証券届出書（組込方式）

26/38



 

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項

モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期間の制約の中で段階的

な権利行使がなされること、行使価額の修正がなされる可能性があること、並びに本新株予約権の発行要項及び割

当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に

反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新

株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の株価、

ボラティリティ、当社の配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、当

社及び割当予定先の権利行使行動に関する一定の前提条件（行使期間中の任意の時点において本新株予約権買取契

約の規定に基づき行使価額の修正が可能な場合で行使価額の下方修正により権利行使の促進が見込まれる場合又は

行使価額の上方修正により調達額の増額が見込まれる場合に当社が行使価額の修正を実施すること、割当予定先の

経済合理性に基づき株価が行使価額を一定水準上回る場合に実施されると想定される割当予定先からの行使許可申

請に対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続する

ことにより割当予定先の権利行使を促すこと及び割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一

定割合12.5％の株数の範囲内で速やかに権利行使を実施することを含みます。）を設定しています。また、取得条

項については当社の意思決定による新株予約権の取得が行われないことを前提として評価を行っています。さら

に、新株予約権行使による株式処分コスト及び新株予約権の発行コストについて、他社の公募増資や新株予約権の

発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施しています。当社は、当

該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの範囲内で、ドイツ銀行ロン

ドン支店との間での協議を経て、本新株予約権の1個の払込金額を、第18回新株予約権は3.5円、第19回新株予約権

は2.9円、第20回新株予約権は2.5円とし、本新株予約権の行使価額は当初、平成27年7月22日の取引所における当社

普通株式の普通取引の終値を、第18回新株予約権は20.02％、第19回新株予約権は80.03％、第20回新株予約権は

200.05％、それぞれ上回る額としました。

本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性

のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ

ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると

考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲

で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有

利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断致しました。

なお、監査役３名全員（うち社外監査役２名）から、本新株予約権の払込金額は、上記算定根拠に照らした結

果、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数を合算した株式数は500,000株（議決権数5,000個）であ

り、平成27年５月31日現在の当社発行済株式総数2,461,900株及び議決権数24,152個を分母とする希薄化率は

20.31％（議決権ベースの希薄化率は20.70％）に相当します。

なお、①ドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、かつ②

当社が本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、ドイツ銀行ロンドン支店

に係る割当後の所有株式数は500,000株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は17.15％となる見込み

です。

しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもってターゲット価格で行使されるため急速な希

薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②前述の通り、本新株予約権の発行及びドイツ銀行ロンドン支

店による本新株予約権の行使により調達した資金を、『ゴシックは魔法乙女』に係る広告宣伝費及び新規タイトル

の開発費とすることで、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが

期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断しました。

なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手段が利用

可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付することで、必要以上の

希薄化が進行しないように配慮しております。
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また、当社株式の現在の流動性を考慮した場合、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えておりま

す。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数に
対する所有議決権

数の割合
（％）

割当後の
所有株式数
（株）

割当後の総議決権
数に対する所有
議決権数の割合

（％）

ドイツ銀行ロ
ン ド ン 支 店
（ドイチェバ
ンクアゲーロ
ンドン6100）
（常任代理人
ドイツ証券）

Winchester House,
1 Great Winchester
Street, London
EC2N 2DB, England,
UK
（東京都千代田区永
田町二丁目11番１
号　山王パークタ
ワー）

― ― 500,000 17.15

高野健一 東京都目黒区 436,100 18.05 436,100 14.96

小手川隆 東京都港区 119,600 4.95 119,600 4.10

株式会社
SBI証券

東京都港区六本木一
丁目６番１号

83,200 3.44 83,200 2.84

日本証券金融
株式会社

東京都中央田区日本
橋茅場町一丁目２番
10号

79,300 3.28 79,300 2.72

BNY FOR GCM
CLIENT
ACCOUNTS
（E）BD
（ 常 任 代 理
人　株式会社
三菱UFJ銀行）

TAUNUSALANGE
12, 60262
FRANKFURT,
GERMANY
（東京都千代田区丸
の内二丁目７番１
号　決済事業部）

51,750 2.14 51,750 1.77

松井証券
株式会社

東京都千代田区麹町
一丁目４番地

45,400 1.87 45,400 1.56

三松成子 福岡県福岡市南区 40,900 1.69 40,900 1.40

三輪洋照
神奈川県横浜市
港北区

40,000 1.65 40,000 1.37

ドイツ銀行
株式会社

東京都千代田区永田
町二丁目11番１号　
山王パークタワー

40,000 1.65 40,000 1.37

計 ― 936,250 38.76 1,436,250 49.27
 

(注) １．割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年５月31日現在の株主

名簿上の株式数を基準としております。

２．「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当前の「所有株式

数」に、本新株予約権の目的である株式の数を加えた株式数によって算出しております。

３．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、

小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．ドイツ銀行ロンドン支店の「割当後の所有株式数」は、ドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を行使し

た場合に交付される当社株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。ドイツ銀行ロンドン支店は、

本新株予約権を行使した場合に交付される当社株式の保有方針として、長期間保有する意思を表明しており

ません。なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条は、銀行業を営む会社は、原則他の

事業会社（保険会社を除きます。）の総株主の議決権の５％を超えて保有することはできない旨定めていま

すので、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社発行済株式の５％を超えて保有することはできませ

ん。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

 
第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。

 

 
第三部 【追完情報】

 

１　事業等のリスク等について

「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第20期、提出日平成26年８月29日）及び四半期報告書（第21期第３四

半期、提出日平成27年４月14日）（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」に

ついて、当該有価証券報告書等提出後、本有価証券届出書提出日（平成27年７月23日）までの間に生じた変更はあ

りません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成27年７月23

日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第20期）提出日（平成26年８月29日）以降、本有

価証券届出書提出日（平成27年７月23日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しておりま

す。
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（平成26年８月29日提出）

１　提出理由

当社は、平成26年８月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 

２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年８月28日

 

(2) 決議事項の内容

議案　取締役６名選任の件

取締役として、高野健一、池田恒基、小尾敏仁、菊地徹、計和友紀、川口洋司の各氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

議案    

（注）

  

取締役６名選任の件      

高野　健一 8,462 58 0 可決 97.56

池田　恒基 8,464 56 0 可決 97.58

小尾　敏仁 8,456 64 0 可決 97.49

菊地　徹 8,458 62 0 可決 97.51

計　和友紀 8,457 63 0 可決 97.50

川口　洋司 8,460 60 0 可決 97.53
 

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

３　資本金の増減

「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第20期、提出日平成26年８月29日）提出後、本有価証券届出書提出日

（平成27年７月23日）までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。

 

年月日
発行済株式総数

増減数
発行済株式総数残高

（株）
資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

平成26年８月29日
～

平成27年７月23日
130,500 2,462,600 53,369 1,082,384

 

(注)　新株予約権の行使による増加であります。
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４　最近の業績の概要

第21期事業年度（自 平成26年６月１日　至 平成27年５月31日）の業績の概要

平成27年７月14日開催の取締役会において承認された第21期事業年度（自 平成26年６月１日　至 平成27年５月

31日）に係る財務諸表は、以下のとおりであります。

なお、当該財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に

基づいて作成したものではありません。また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は

終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

 

 財務諸表

　（１）貸借対照表

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年５月31日)
当事業年度

(平成27年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 551,637 280,555

  売掛金 54,566 28,557

  有価証券 19,994 ―

  貯蔵品 2,394 2,367

  前払費用 8,534 17,904

  未収入金 269,836 290,715

  その他 18,102 255

  貸倒引当金 △750 △705

  流動資産合計 924,316 619,649

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 54,968 56,635

    減価償却累計額 △11,685 △17,828

    建物（純額） 43,283 38,807

   工具、器具及び備品 193,594 193,333

    減価償却累計額 △172,950 △174,321

    工具、器具及び備品（純額） 20,644 19,012

   有形固定資産合計 63,927 57,819

  無形固定資産   

   商標権 3,760 3,032

   ソフトウエア 101,435 128,353

   ソフトウエア仮勘定 22,746 ―

   その他 630 630

   無形固定資産合計 128,573 132,016

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 ―

   関係会社株式 ― 30,000

   出資金 826 ―

   敷金 61,694 63,971

   差入保証金 22,137 16,053

   長期未収入金 127,963 156,517

   貸倒引当金 △63,981 △92,535

   投資その他の資産合計 148,640 174,006

  固定資産合計 341,140 363,842

 資産合計 1,265,457 983,492

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 ― 200,000

  1年内返済予定の長期借入金 116,528 50,380

  未払金 80,423 117,389
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  未払費用 108,847 80,885

  未払法人税等 7,788 5,857

  未払消費税等 14,771 ―

  前受金 10,921 23,038

  預り金 11,259 5,359

  流動負債合計 350,539 482,910

 固定負債   

  長期借入金 50,380 ―

  固定負債合計 50,380 ―

 負債合計 400,919 482,910

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 896,279 1,082,384

  資本剰余金   

   資本準備金 839,918 1,026,022

   資本剰余金 839,918 1,026,022

  利益剰余金   

   利益準備金 870 870

   その他利益剰余金   

    別途積立金 10,000 10,000

    繰越利益剰余金 △843,992 △1,572,650

   利益剰余金 △833,122 △1,561,780

  自己株式 △46,876 △46,876

  株主資本合計 856,198 499,749

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △8 ―

  評価・換算差額等合計 △8 ―

 新株予約権 8,347 832

 純資産合計 864,537 500,581

負債純資産合計 1,265,457 983,492
 

 

　（２）損益計算書

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成25年６月１日
　至 平成26年５月31日)

当事業年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

売上高 1,941,805 1,664,908

売上原価 1,108,028 1,020,658

売上総利益 833,776 644,249

販売費及び一般管理費   

 回収費 440,292 376,735

 広告宣伝費及び販売促進費 66,135 105,355

 役員報酬 76,050 75,200

 給料及び手当 99,081 134,325

 研究開発費 139,819 101,474

 地代家賃 17,195 26,191

 支払手数料 13,871 27,905

 その他 184,430 253,041

 販売費及び一般管理費合計 1,036,875 1,100,230

営業損失（△） △203,099 △455,980

営業外収益   

 受取利息 124 128

 受取手数料 134 126

 前受金消却益 2,226 1,953

 その他 203 58

 営業外収益合計 2,688 2,267

営業外費用   
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 支払利息 3,964 2,606

 不正関連損失 － 28,554

 支払手数料 3,850 －

 その他 19 1,064

 営業外費用合計 7,834 32,225

経常損失（△） △208,245 △485,938

特別利益   

 新株予約権戻入益 4,895 1,692

 特別利益合計 4,895 1,692

特別損失   

 固定資産除却損 - 143

 減損損失 28,927 241,810

 特別損失合計 28,927 241,954

税引前当期純損失（△） △232,277 △726,200

法人税、住民税及び事業税 1,540 2,457

法人税等調整額 - ―

法人税等合計 1,540 2,457

当期純損失（△） △233,818 △728,658
 

 
（３）株主資本等変動計算書

　　前事業年度（自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日）

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 874,251 817,890 817,890 870 10,000 △610,174 △599,304

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
22,028 22,028 22,028     

当期純損失（△）      △233,818 △233,818

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 22,028 22,028 22,028 ― ― △233,818 △233,818

当期末残高 896,279 839,918 839,918 870 10,000 △843,992 △833,122
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △46,876 1,045,960 △72 △72 9,759 1,055,647

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
 44,056    44,056

当期純損失（△）  △233,818    △233,818

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  63 63 △1,411 △1,347

当期変動額合計 ― △189,761 63 63 △1,411 △191,109

当期末残高 △46,876 856,198 △8 △8 8,347 864,537
 

 

　当事業年度（自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日）

 (単位：千円)
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 896,279 839,918 839,918 870 10,000 △843,992 △833,122

当期変動額        

新株の発行（新株予

約権の行使）
186,104 186,104 186,104     

当期純損失（△）      △728,658 △728,658

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 186,104 186,104 186,104 ― ― △728,658 △728,658

当期末残高 1,082,384 1,026,022 1,026,022 870 10,000 △1,572,650 △1,561,780
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △46,876 856,198 △8 △8 8,347 864,537

当期変動額       

新株の発行（新株予

約権の行使）
 372,209    372,209

当期純損失（△）  △728,658    △728,658

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  8 8 △7,515 △7,507

当期変動額合計 ― △356,449 8 8 △7,515 △363,956

当期末残高 △46,876 499,749 ― ― 832 500,581
 

 

（４）キャッシュ・フロー計算書

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成25年６月１日
　至 平成26年５月31日)

当事業年度
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △232,277 △726,200

 減価償却費 46,063 68,706

 株式報酬費用 △75 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 79 28,509

 受取利息及び受取配当金 △124 △128

 支払利息 3,964 2,606

 支払手数料 3,850 -

 減損損失 28,927 241,810

 固定資産除却損 - 143

 新株予約権戻入益 △4,895 △1,692

 売上債権の増減額（△は増加） 71,345 37,628

 たな卸資産の増減額（△は増加） △16 26

 未払金の増減額（△は減少） △4,360 58,248

 未払費用の増減額（△は減少） 11,516 △49,244

 未払消費税等の増減額（△は減少） 16,740 △25,667

 
未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

2,920 △2,098

 その他の資産の増減額（△は増加） △48,050 △23,871

 その他の負債の増減額（△は減少） 6,112 △5,899

 小計 △98,278 △397,122

 利息及び配当金の受取額 124 128

 利息の支払額 △4,296 △2,734
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 法人税等の支払額 △1,540 △2,290

 営業活動によるキャッシュ・フロー △103,991 △402,018

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の償還による収入 39,900 20,000

 有形固定資産の取得による支出 △7,199 △11,573

 無形固定資産の取得による支出 △107,534 △296,421

 関係会社株式の取得による支出 - △30,000

 敷金の差入による支出 - △7,009

 差入保証金の差入による支出 △131 △4,324

 差入保証金の回収による収入 - 10,408

 投資活動によるキャッシュ・フロー △74,965 △318,921

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 - 200,000

 長期借入金の返済による支出 △150,568 △116,528

 
新株予約権の行使による株式の発行による
収入

41,327 366,385

 新株予約権の発行による収入 4,438 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △104,801 449,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283,758 △271,082

現金及び現金同等物の期首残高 835,396 551,637

現金及び現金同等物の期末残高 551,637 280,555
 

 

第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第20期)

自　平成25年６月１日
至　平成26年５月31日

平成26年８月29日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第21期第３四半期)
自　平成26年12月１日
至　平成27年２月28日

平成27年４月14日
関東財務局長に提出

四半期報告書の
訂正報告書

事業年度
(第21期第３四半期)

自　平成26年12月１日
至　平成27年２月28日

平成27年６月26日
関東財務局長に提出

 

　

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（EDINET）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成26年８月28日

株式会社ケイブ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士　　入　江　秀　雄　　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士　　唯　根　欣　三　　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ケイブの平成25年６月１日から平成26年５月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ケイブの平成26年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ケイブの平成26年５

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社ケイブが平成26年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

　

EDINET提出書類

株式会社ケイブ(E05449)

有価証券届出書（組込方式）

37/38



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年６月26日

株式会社　ケイブ

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   入   江   秀   雄   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   唯   根   欣   三   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケ

イブの平成２６年６月１日から平成２７年５月３１日までの第２１期事業年度の第３四半期会計期間（平成２６年１２

月１日から平成２７年２月２８日まで）及び第３四半期累計期間（平成２６年６月１日から平成２７年２月２８日ま

で）に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケイブの平成２７年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 

強調事項

追加情報に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期

財務諸表に対して平成２７年４月１４日に四半期レビュー報告書を提出した。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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